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命    令    書 

 

 

申 立 人  Ｘ１連合          

中央執行委員長  Ａ１ 

 

 

申 立 人  Ｘ２組合 

執行委員長  Ｘ４ 

 

 

申 立 人  Ｘ４ 

 

        

 申 立 人  Ｘ５ 

 

 

被申立人  学校法人Ｙ１学園 

理事長  Ｂ１ 

 

上記当事者間の都労委平成24年不第２号事件について、当委員会は、平成26年

９月16日第1618回公益委員会議において、会長公益委員房村精一、公益委員岸上

茂、同後藤 春、同澤井憲子、同稲葉康生、同光前幸一、同平沢郁子、同菊池馨

実、同櫻井敬子、同水町勇一郎、同川田琢之の合議により、次のとおり命令する。 

 

主         文 

 

 本件申立てを棄却する。 

 

理         由 
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第１ 事案の概要及び請求する救済の内容の要旨 

１ 事案の概要 

⑴ 申立人Ｘ４（以下「Ｘ４」という。）は、被申立人学校法人Ｙ１学園 （以

下「学園」という。）が設置するＹ２専門学校       （以下「専

門学校」という。）で、専任講師として授業を担当する一方、申立人Ｘ２

組合                （以下「組合」という。）の結成

に携わり、執行委員長などの役職を歴任していた。 

⑵ 申立人Ｘ５（以下、「Ｘ５」といい、Ｘ４と併せて「Ｘ４ら」という。）

は、事務職員として専門学校で勤務する一方、組合で執行委員などを担当

していた。 

⑶ Ｘ ４らは、60歳の定年により平成20年３月31日付けで学園を退職し、４ 月

１日以降、学園と１年ごとの再雇用契約を締結し、Ｘ４は嘱託教員、Ｘ５は

嘱託事務職員として、引き続き専門学校で勤務した。 

⑷   23年９月28日、Ｂ２専門学校長（以下「Ｂ２校長」という。）は、Ｘ４

らに対し、24年３月31日付けで再雇用が終了する旨を伝えた。 

⑸ 23年10月３日、24日及び11月24日、組合は、学園に、Ｘ４らに対する雇用

継続拒否の撤回を求め、団体交渉の開催を申し入れた。 

しかし、学園は、「この問題は、東京都労働委員会（以下「都労委」とい

う。）において現在別件で審査中であり、団体交渉での解決の余地は全くな

く、都労委の判断を待って対応を検討する。」などと回答した。 

11月７日の団体交渉で、組合側が、別件命令が交付されたら団体交渉に

応ずるよう要求したところ、学園側は、「それはまだ分からない、その時に

なってみなければわからない。」などと回答した。 

12月16日の団体交渉では、組合側が、Ｘ４らに対する雇用継続拒否通告 を

撤回するよう求めたが、学園側は、これに応じなかった。 

⑹ 本件は、①学園が、Ｘ４らの雇用継続を拒否したことが、同人らの組合活

動を理由とする不利益取扱いに当たるか否か、また、組合運営に対する支

配介入に当たるか否か、②学園が、Ｘ４らに対する雇用継続に関する団体

交渉について、別件の都労委命令の判断を待ってから対応を検討すること
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などを理由として応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉拒否に

当たるか否か、また、組合運営に対する支配介入に当たるか否かがそれぞ

れ争われた事案である。 

２ 請求する救済の内容の要旨 

⑴ Ｘ４らに対し、同人らの組合活動等を理由に、一方的にその雇用継続を拒

否する等の不利益取扱いをしないこと。 

⑵ Ｘ４らに対する雇用継続拒否問題に関する団体交渉について、別件都労委

命令の判断を待って対応を検討することなどを理由に拒否しないこと。 

⑶ Ｘ４らに対する雇用継続拒否問題についての団体交渉を拒否し、かつ、同

人らの組合活動を嫌悪して不利益取扱いを行うなどして、支配介入しない

こと。 

⑷ 謝罪文の掲示 

第２ 認定した事実 

１ 当事者等 

⑴ 被申立人学園は、昭和６年に開校したＹ３学校     を前身とし、

26年、学校法人として設立された。学園は、肩書地に法人事務局を置き、

Ｙ４大学 （以下「大学」という。）、専門学校、Ｙ５高等学校   及び

Ｙ５中学校 、Ｙ６高等学校    及びＹ６中学校を設置している。 

平成23年４月時点での、教職員数は約600名、学生・生徒数は約6,000名

である。 

専門学校は、昭和56年４月にＹ７専門学校     として設置され、

平成９年４月、現在の校名に改称された。 

なお、学園は、昭和60年４月、Ｙ８短期大学   （平成13年４月に「Ｙ

８     」と改称された。以下「短大」という。）を設置したが、19

年３月をもって閉校した。 

⑵ 申立人Ｘ１連合         （以下「 Ｘ１  」という。また、 

Ｘ１   、組合及びＸ４らを併せて、「組合ら」ということがある。）は、都

内の私立小中高校、幼稚園及び専門学校の教職員組合等の連合体である。 

⑶ 申立人組合は、昭和58年１月、専門学校における教職員等により結成さ

れた Ｘ１  傘下の労働組合であり、当初は、Ｘ３組合        
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と称していた。本件申立時の組合員数は、３名である。 

⑷ 申立人Ｘ４は、56年、学園に採用され、専門学校で社会学・社会福祉関

係科目などの授業を担当するとともに、非常勤講師として大学及び短大で

講義を担当するなどしていた。Ｘ４は、平成20年３月31日付けで定年退職

となり、同年４月からは、学園と１年ごとの雇用契約を締結して、嘱託教

員として勤務していた。 

Ｘ４は、組合結成に携わり、執行委員長などの役職を歴任している。 

⑸ 申立人Ｘ５は、昭和57年、学園に採用され、専門学校女子寮（Ｙ９寮 ）

の管理、寮生の生活指導に当たっていたが、平成16年、Ｙ９寮 の廃止に

伴い、実習・就職センターに異動して、学生の就職相談等を担当した。Ｘ

５は、20年３月31日付けで定年退職となり、同年４月からは、学園と１年

ごとの雇用契約を締結して、嘱託事務職員として勤務していた。 

Ｘ５は、昭和58年、組合に加入し、執行委員や会計を歴任している。 

２ 本件申立て以前の労使関係 

 ⑴ 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づく労使協定の締結 

① 平成16年６月、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（以下「高

年齢者雇用安定法」という。）」が改正され、18年４月１日以降、同法第

９条により、事業主には、定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年

の定めの廃止のいずれかの措置により、年金支給開始年齢までの安定し

た雇用の機会の確保が義務付けられることとなった。雇用確保措置が義

務付けられる年齢（以下「法定義務化年齢」という。）は、男性の年金

支給開始年齢の引上げスケジュールに合わせ、段階的に引き上げられる

こととされた。 

② 19年３月７日付けで、組合と学園とは、改正高年齢者雇用安定法に基

づく労使協定（以下「労使協定」という。）を締結した。労使協定の内

容は、以下のとおりである。 

  なお、労使協定第４条の期間別の再雇用終了年齢は、法定義務化年齢

に合わせた規定になっている。 

「 第１条 本協定の対象者は、18年４月１日時点で60歳未満であり、

かつ契約期間の定めのない職員に適用する。 
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第２条 学園は第３条に定める基準に該当する者と再雇用契約を締

結する。再雇用期間は４月１日から翌年３月31日までの１年

間とし、期間終了の都度、再雇用対象者の基準を満たした者

は、第４条に定める再雇用終了年齢を限度に再雇用契約を更

新する。 

第３条 定年退職後、再雇用の対象となる者は、定年退職日におい

て次の各号に掲げるいずれの基準をも満たす者でなければな

らない。 

一 引き続き勤務することを希望し、勤務に精励する意欲があ

ること。 

二 再雇用する職務に求められる健康状態を、学園の認める医

療機関での健康審査により確認できること。 

（第２項及び第３項 略） 

第４条 定年到達日の属する期間別の再雇用終了年齢は次の表のと

おりとする。 

18年４月１日～19年３月31日60歳定年到達者 63歳 

19年４月１日～21年３月31日60歳定年到達者 64歳 

21年４月１日以降60歳定年到達者 65歳 

第５条 再雇用者は嘱託教員、嘱託事務職員、非常勤講師、契約職

員として雇用する。 

第６条 （略） 

第７条 再雇用の対象となる者の基準に関して、本協定に定めのな

い事項が生じた場合は、学園、職員代表が協議の上円満な解

決を図るものとする。 

第８条 この協定は18年４月１日から有効とし、期間の定めのない

協定とする。」 

【甲10、１審ｐ３、ｐ６、ｐ47、ｐ57、ｐ107、ｐ120、ｐ128、ｐ136、ｐ164】 

③ ４月23日、学園は、３月14日付 Ａ２ （以下「Ａ２」という。）組合執

行委員長（当時）名義の意見書を添付して、雇用継続制度についての就

業規則変更届を柏労働基準監督署長に提出した。 
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【甲62-2、乙16、１審ｐ８、ｐ121、ｐ136、ｐ138、ｐ160】 

 ⑵ 別件不当労働行為救済申立てに係る経緯 

① 専門学校は、学生数の減少を受けて厳しい経営環境にあり、20年４月

に就任したＢ２校長の下、経営改革に取り組んでいた。 

② 21年２月25日、学園は、専門学校教職員会議において、「事業計画案」

を発表した。 

  「事業計画案」は、「スポーツ・健康科は21年度をもって募集停止（22

年度は募集しない）とする。」、「福祉心理科及び精神保健福祉科は22年

度の目標を達しない場合は募集停止（23年度は募集しない）とする。」、

また、「社会福祉士養成科（以下「養成科」という。）昼間通学課程は、

22年度の最終入学の者の状況により、募集停止（23年度は募集しない）

を検討する。」とされていた。 

さらに、21年度からの校務分掌及び人事制度の見直しとして、60歳以

上の役職定年、評価制度の導入、適正配置及び「22年度より65歳以上の

教員、職員について原則、退職とする。」ことなどが記載されていた。 

 ③ 20年12月、Ａ２は、学園に、20年度で嘱託教員を辞職する旨を伝えた。

Ａ２は、21年度は非常勤講師として引き続き勤務することを希望し、同

人が非常勤講師として勤務することを前提とした時間割が組まれてい

た。しかし、21年３月、Ａ２が21年度も組合に残ると表明したところ、

学園は、非常勤講師として採用しないことを同人に通告した。 

 ④ 21年４月、Ｘ４は、役職定年制により養成科統括主任を解職されると

ともに、社会福祉科に異動となった。 

⑤ ７月、学園は、22年度からの養成科通学課程の学生募集を停止するこ

とを発表した。 

⑥ 組合員 Ａ３ （以下「Ａ３」という。）は、18年８月に60歳になり、

19年３月で学園を定年退職し、同年４月以降は嘱託教員として再雇用さ

れていた。 

労使協定は、第１条によると、18年４月１日時点で60歳未満の者に適

用され、Ａ３は、労使協定による再雇用の適用を受ける最初の対象者の

一人であり、第４条により、63歳に達した年度の３月31日である22年３
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月31日で再雇用が終了することとなっていた。 

Ａ３は、22年４月以降も勤務継続を希望していたが、学園は、労使協

定による期間満了を理由に、22年度は同人を再雇用しなかった。 

⑦ 22年度、Ｘ４の担当する校務分掌は教職員研修委員のみとされ、他の

教員に比べて少ないものとなった。また、社会福祉科に属していた組合

員 Ａ４ （以下「Ａ４」という。）は、それまで配属されたことのな

い精神保健福祉科に異動となった。 

⑧ Ｘ４は、大学の非常勤講師として、社会福祉論の授業を担当していた

が、22年４月、大学は、23年度から社会福祉論は閉講するので、同人の

大学での授業は22年度限りであると伝えた。 

【甲11】 

⑶ 別件不当労働行為救済申立て 

① 21年５月14日、 Ｘ１  、組合、Ｘ４及びＡ２は、都労委平成21年

不第41号事件（以下「第１事件」という。）を当委員会に申し立てた。 

  第１事件における請求する救済の内容は、申立て後に一部が変更され、

最終的に要旨以下のとおりとなった。 

ア 団体交渉において、専門学校再建案として提出した役職定年制実施

の理由及び方法並びにＡ２の非常勤移行を認めない理由等について、

その必要性と合理性等の合理的根拠を示して誠実に交渉に応ずるこ

と。 

イ Ｘ４を養成科統括主任から降格させないこと、また、社会福祉科へ

異動させないこと。 

ウ Ａ２の嘱託教員から非常勤講師への移行を拒否しないこと。 

エ 第１事件の申立てを行ったことへの報復として、養成科を一方的に

廃止するなどして、Ｘ４に対して不利益な取扱いをしないこと（11月

10日追加）。 

オ 陳謝文の交付  

② 12月14日、 Ｘ１  、組合及びＡ３は、都労委平成21年不第110号事

件（以下「第２事件」という。）を申し立てた。 

 第２事件における請求する救済の内容の要旨は、以下のとおりである。 
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ア Ａ３の雇用継続問題について、権限ある理事を出席させず、一方的

に強行した既成事実に固執し、雇用継続拒否の合理的理由を何ら示さ

ないなどの不誠実な団体交渉をしないこと。 

イ Ａ３の雇用継続を一方的に拒否するなどして、同人に不利益な取扱

いをせず、また、組合活動に対して支配介入しないこと。 

ウ 第１事件を申し立てたこと及び同事件で立証活動を行ったことへ

の報復として、Ａ３に対し、一方的に雇用継続を拒否するなどの不利

益取扱いをしないこと。 

エ 陳謝文の掲示 

③ 22年５月10日、 Ｘ１  、組合、Ｘ４及びＡ４は、都労委平成22不

第52号事件（以下「第３事件」という。また、本命令では、第１事件、

第２事件及び第３事件を併せて「別件」という。）を申し立てた。 

第３事件における請求する救済の内容の要旨は、以下のとおりである。 

ア Ｘ４の22年度校務分掌及びＡ４の22年４月１日付異動に係る団体

交渉に、権限を有する理事を出席させ、誠実にこれに応ずること。 

イ Ｘ４を校務分掌から外したり、Ａ４を何らの合理的根拠なく社会福

祉科から転出させたりするなどの不利益取扱い及び支配介入を行わ

ないこと。 

ウ Ｘ４が大学で長年担当してきた社会福祉論の科目を一方的に廃止

し、同人を校務分掌から排除するなどの不利益取扱い及び支配介入を

行わないこと（22年９月10日追加）。 

エ 陳謝文の交付 

【当委員会に顕著な事実】 

⑷ 別件審査手続の経過 

当委員会は、22年１月14日に第２事件、同年６月17日に第３事件を、第

１事件に併合して審査することを決定し、23年10月７日、別件は結審した。 

【当委員会に顕著な事実】 

⑸ 別件命令書（写）の交付 

24年５月25日、当委員会は、別件について、要旨以下を主文とする命令

書（写）を当事者に交付した。 
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① 学園は、Ａ２を、21年４月１日付けで専門学校の非常勤講師として採

用したものとして取り扱い、同人に対し、同日以降職場に復帰するまで

の間の賃金相当額を支払うこと。 

② 学園は、 Ｘ１  及び組合から、前項のＡ２の職場復帰の時期及び

雇用の終期、並びに組合員の校務分掌及び異動に関する団体交渉の申入

れがあったときは、専門学校の校長又はこれらの事項について同校長と

同程度に説明及び交渉することのできる者を団体交渉に出席させ、誠実

にこれに応ずること。 

③ 文書の交付 

④ 履行報告 

⑤ その余の申立ての棄却 

【当委員会に顕著な事実】 

⑹ 別件命令の確定 

  学園は、別件命令書（写）の交付日である24年５月25日から15日以内に

中央労働委員会（以下「中労委」という。）に再審査の申立てをせず、ま

た、同日から30日以内に命令取消しの訴えを提起しなかった。 

  ６月６日、 Ｘ１  、組合、Ｘ４、Ａ３及びＡ４は、別件の棄却部分

について、中労委に再審査を申し立てたが（平成24年不再第66号）、Ａ２

は、再審査申立てを行わなかった。また、 Ｘ１  、組合、Ｘ４、Ａ３

及びＡ４のいずれも、別件の命令書（写）交付日から６か月以内に命令取

消しの訴えを提起しなかった。 

  このため、別件命令主文第１項から第４項までは、11月25日の経過をも

って確定した。 

 【当委員会に顕著な事実】 

⑺ 別件命令書（写）交付後の経過 

 ① ５月30日、学園は、 Ｘ１  及び組合に対し、別件命令主文第３項

の文書を手交した。 

 ② ６月６日、学園は、当委員会に対し、別件命令主文第４項により、主

文第３項の文書交付を履行した旨並びに主文第１項及び主文第２項に

ついては履行していない旨を報告した。 
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 ③ ６月６日、 Ｘ１  、組合、Ｘ４、Ａ３及びＡ４は、上記⑹のとお

り、中労委に対し、再審査を申し立てた。 

 ④ 12月６日、 Ｘ１  及び組合は、当委員会に対し、学園が別件命令

主文第１項及び主文第２項を履行していない旨報告した。 

 ⑤ 当委員会が、 Ｘ１  及び組合からの報告を受け、学園に対し、命

令の履行状況について改めて報告するよう求めたところ、学園は、12月

26日付書面で、Ａ２の取扱いについては、中労委の仲立ちで協議中であ

る旨回答した。 

 ⑥ 25年１月８日、当委員会の当事者双方に対する事情聴取において、学

園は、別件命令主文第１項を履行していないことについては認め、また、

団体交渉の経過については争わない旨述べ、当委員会は、別件命令主文

第１項について、Ａ２に対する賃金相当額の支払が履行されていないこ

とを確認した。 

   また、団体交渉の経過については、別件命令交付後、当事者間で５回

の団体交渉が開催されたが、これらの団体交渉を経ても、Ａ２の職場復

帰の時期及び雇用の終期について、双方とも主張を変えることなく、歩

み寄りがみられないままとなっていた。 

 ⑦ ３月８日、当委員会は、東京地方裁判所（以下「東京地裁」という。）

に対し、学園が、別件命令主文第１項を履行していない旨の「不当労働

行為確定命令不履行通知」を行った。 

 ⑧ ６月24日、東京地裁は、学園に対し、別件命令主文第１項の不履行が

認められ、これは、確定した救済命令に違反した場合に該当するとして、

「過料50万円に処する」ことなどを決定（平成25年（ホ）第60001号）

した。 

 【当委員会に顕著な事実、甲25-1、25-2、127】 

 ３ 本件雇用継続拒否と労使間でのやり取り 

⑴ Ｘ４らに対する雇用継続拒否通告 

① Ｘ４らは、前記１⑷及び⑸のとおり、20年度中に60歳になり、21年３

月末で学園を定年退職したが、４月以降、学園と１年ごとの再雇用契約

を締結し、Ｘ４は嘱託教員、Ｘ５は嘱託事務職員として、引き続き専門
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学校で勤務していた。 

労使協定第４条によれば、Ｘ４らの再雇用期間は、64歳に達した年度

末である24年３月31日で終了することとなっていた。 

【甲10】 

② 23年９月28日、Ｂ２校長は、Ｘ４らをそれぞれ校長室に呼び、高年齢者雇

用安定法に基づき、24年３月31日付けで再雇用が終了する旨を伝えた。 

   ③ 10月３日、組合は、学園に、要旨以下を内容とする「緊急団体交渉申

入書」を手交した。 

    ア 高年齢者雇用安定法は、年金支払開始が65歳になることから、その

間の被用者の生活を安定させるためのものであって、65歳前での解雇

を認める趣旨のものではない。 

    イ 専門学校においても、65歳までの雇用は今まで確保され、それ以降

の延長も本人から辞退しない限り定着していた。これは、高年齢者雇

用安定法が適用されてから、64歳以上の教員４名、職員３名の計７名

の一般教職員が勤務していたことからも明らかである。 

ウ 学園は、上記の事実が存在し、また、同様の趣旨で係争中である別

件についての結論が24年１月頃にも出されることになっているにも

かかわらず、Ｘ４らに対して解雇を通告した。 

エ 高年齢者雇用安定法の趣旨を曲げ、３名となった組合からなりふり

構わずＸ４らを排除して、組合を壊滅せんとする学園の不当労働行為

意思は、明白である。 

オ Ｘ４らに対する解雇通告の撤回等を議題とする団体交渉を10月６

日に開催するよう申し入れる。団体交渉には、Ｂ２校長の出席を強く

求める。 

 なお、上記イの教員４名及び職員３名の内訳は、下表のとおりである

（「年齢」は、改正高年齢者雇用安定法が施行された18年４月１日時点、

また、「退職年齢」は、各人が学園を退職した22年３月31日時点での年

齢を表す）。これらの計７名は、18年４月１日の時点で、いずれも60歳

を超えており、労使協定第１条の規定により、労使協定の適用外であっ

た。 
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氏 名 職 年 齢 退職年齢 

Ａ 嘱託教員 62歳 66歳 

Ｂ 嘱託教員 62歳 66歳 

Ｃ 嘱託教員 64歳 68歳 

Ｄ 嘱託教員 60歳 64歳 

Ｅ 嘱託職員 64歳 68歳 

Ｆ 嘱託職員 65歳 69歳 

Ｇ 嘱託職員 63歳 67歳 

【甲４、１審ｐ26、ｐ115、ｐ117】 

    ④ 10月４日、学園は、組合に、要旨以下を内容とする「10月３日付緊急

団体交渉申入れについて」と題する文書を手交した。 

    ア 今回の団体交渉の議題は、Ｘ４らが、就業規則及び労使協定に基づ

いて、３月末で再雇用期間満了となることについて、変更を求めるも

のである。 

    イ 組合は、Ａ３について、別件で同様の主張をしている。 

    ウ 都労委がどのような判断をするかは別として、現行の就業規則及び

労使協定に則って学校運営は行われており、Ｂ２校長の対応は、それ

に沿ったものである。 

    エ 学園は、就業規則及び労使協定を変更することは一切考えておらず、 

変更しないことが不当労働行為であると組合が主張するのであれば、

それこそ「不当なこじつけ」である。 

オ この問題は、都労委において現在審査中であり、団体交渉での解決

の余地は全くなく、都労委の判断を待って学園側の対応を検討する。 

【甲５、１審ｐ27】 

⑤ 10月24日、組合は、学園に、同月３日の組合の団体交渉申入れに対し、

学園は都労委で係争中という理由だけで団体交渉を行わないと回答し

ているが、これは明らかに団体交渉拒否であり、改めて団体交渉開催を

申し入れるなどと記した「抗議・団交申入書」と題する文書を手交した。 

【乙２】 
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⑥ 11月７日、学園は、組合に、Ｘ４らに対する通知については、「10月

３日付緊急団交申入れについて」で回答しているとおりであるなどと記

した「10月24日付団交申入等について」と題する文書を手交した。 

【甲６】 

⑦ 11月７日、教職員会議議事録問題等を議題とする団体交渉が開催され、

Ｘ４らの雇用継続問題について、要旨以下のやり取りがあった。 

   ア 組合側が、「Ｂ２校長は、Ｘ４らに対し、高年齢者雇用安定法に基

づいて24年３月までと通告したが、同法では女性は64歳から年金が支

給されることにはなっておらず、Ｘ５についての根拠にならないこと

に気付いたから、後から就業規則によると言ったのか。」と質問した

ところ、学園側は、「60歳が定年で、高年齢者雇用安定法の雇用延長

の中で、労使協定で再雇用の年齢を決めており、就業規則にもある。

年限が来れば当然に満期で退職になる。」と回答した。 

イ 組合側が、「なぜ別件の結審が10月７日と決まっている一週間前（の

９月28日）に、面接したのか。」と質問したところ、学園側は、「再雇

用については半年前に本人の意思を聞くことになっている。」と回答

した。 

ウ 組合側が、Ｂ２校長の団体交渉への出席を求めたところ、学園側は、

「だから、今、都労委に任せている。」と回答した。 

エ 組合側が、「学園の10月４日付回答の『（別件）命令が出たら検討す

る。』とはどういう意味か。」と質問したところ、学園側は、「命令が出

たら、決定に応じて、それを踏まえてどうするか検討する。」と回答し

た。 

オ 組合側が、別件命令が交付されたら団体交渉に応ずるよう要求した

ところ、学園側は、「それはまだ分からない、その時になってみなけ

れば分からない、どういう命令が出るかによっても違うから。」と回

答した。 

組合側が、「これは身分問題だから、別件命令が交付されたら、団

体交渉をしなければならない。」と述べたのに対し、学園側が、「その

時になって考える、団体交渉をやるかやらないかは分からない、これ
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から先のことは分からない。」、「検討するというのは、同じことがＡ

３についても起こっているが、それが不当解雇だとなったら、学園と

しては検討しなければならないですね、という話だ。」と回答したこ

とを契機に押し問答となり、議論は紛糾した。 

カ 組合側は、「もういい、団体交渉を申し入れたが、回答拒否というこ

とだ。」などと述べて、別の議題に移った。 

【甲７、１審ｐ27、ｐ118】 

⑧ 11月10日、組合は、学園に、同月７日の団体交渉で明らかになった以

下の問題について回答を求める旨を記した「再度の緊急申入書」と題す

る文書を手交した。 

ア 学園側の回答が、「都労委の判断を待って、学園側の対応を検討す

る。」ということで、内容に入らなかった。組合側が、「都労委命令が

出たならば団体交渉を行うことを約束せよ。」と述べたところ、学園

側は、「約束できない。」という驚くべき回答を行った。 

イ Ｘ４らの解雇を撤回するにせよしないにせよ、団体交渉を行う義務

は明白である。遅くとも24年１月中に出される命令がどのようなもの

であれ、３月末にＸ４らに対する解雇が実行されるかどうかは団体交

渉で決着しなければならない問題である。 

【乙３の１】 

⑨ 23年11月15日、学園は、組合に、要旨以下の「11月10日付申入書に対

する回答」と題する文書を手交した。 

ア Ａ３の件で都労委の結論を待っている段階であり、Ｘ４らの件につ

いては、論点も明確にならない現時点において、来年の団体交渉の実

施を約束することはできない。時期が到来し、団体交渉の申入れがあ

った場合には、その申込みの内容、関係者及び行事等のスケジュール

を勘案し、順法の精神に則り対応する。 

    イ 申入書には、「Ｘ４らに対する解雇」なる文言が使用されているが、

あくまで就業規則に基づく「定年退職」である。 

    ウ Ａ３の退職については、雇用期間が満了しただけのことである。こ

の雇用期間は、組合も労使協定で承認している。雇用期間満了後に、
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専門学校は、Ａ３を採用する意思も計画もなく、採用に関してなんら

の手続も行っていない。雇用していないのであるから、そもそも解雇

などあろうはずがない。 

【乙３の２】 

⑩ 11月24日、組合は、学園に、同月10日付「再度の緊急申入書」に要旨

以下の内容を追加した「団体交渉申入書」を手交した。 

ア Ｂ２校長は団体交渉に出席すること。 

イ 組合員担当科目の一方的削除及び24年度の担当科目決定の件 

     (以下略) 

【乙４】 

⑪ 12月16日、年末一時金に関する団体交渉が開催された。 

  ア 学園側は、組合の11月24日付団体交渉申入書に対し、要旨以下のと

おり口頭で回答した。 

ａ 学園は、労務担当理事のほか、学生部長、事務部長、事務部長代

理及び法人本部企画課長が出席しており、学校運営について全てに

回答できる体制で団体交渉に臨んでいる。また、団体交渉の議案に

ついては、事前にＢ２校長を交えて協議・検討して回答している。 

ｂ 組合員であるか否かにかかわらず、教員の担当科目の決定は、決

められた手続を踏み、校長の最終判断で決められるもので、団体交

渉で議論するものではない。 

（以下略） 

イ 組合側は、これまでの経過についての組合側の認識を説明し、学園

側の認識を質問したところ、学園側は、要旨以下のとおり回答した。 

ａ 団体交渉拒否はしていない。 

ｂ Ｘ４らについて解雇は一切していない。同様の事案であるＡ３の

事案が都労委で問題になっており、その結論が１月か２月に出る。

それと同じ判断になる可能性があるので、その判断を待つ。 

ｃ その時点で組合から団体交渉の申入れがあれば、法に則り処理す

る、学園としては団体交渉をやるかもしれないが、今の時点では約

束できない、今日も団体交渉をやっており、団体交渉拒否ではない。 
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ウ 組合側が、「『定年退職』とは、団体交渉が必要ないということか。」

と質問したところ、学園側は、「団体交渉が必要ないということでは

なく、Ｂ２校長が、『Ｘ４らについては労使協定及び就業規則に則っ

て24年の３月で定年退職しますよ。』と確認のために言ったことであ

り、なぜそれが解雇になるのか全然理解できない。」と述べた。 

    エ 組合側が、「Ｘ４らの雇用を継続しないのは重大な問題である、組合

はこれを解雇と考えており、我々が不当労働行為と考えているＡ３の

解雇と全く同様の事例である。」と述べたところ、学園側は、「だから

今都労委に持ち上げている。」と答えた。 

オ 組合側が、「都労委が命令を作成している最中に、再び不当労働行

為を繰り返し、追加するのは、紛争を拡大することであって、問題で

あるから解雇通告を撤回せよ。」、「命令が出たときやればいいのでは

ないか、なぜ今やるのか、正に不当労働行為である。」などと述べた

のに対し、学園側が、「これは通告ではない、単に確認しただけだ。」

と答えたことを契機に、議論は紛糾した。 

カ 組合側は、学園側に、数度にわたってＸ４らに対する雇用継続拒否

を撤回するよう求めたが、学園側は、撤回しない旨の回答を繰り返し

たため、ここでも議論は紛糾した。 

組合側は、「これに対しては、徹底的に闘う。」などと述べて、別の

議題に移った。 

【甲８、乙５、１審ｐ27、ｐ118】 

４ 本件申立てとその後の状況 

 ⑴ 24年１月６日、組合らは、当委員会に、本件不当労働行為救済申立てを

行った。 

【当委員会に顕著な事実】 

⑵ ２月６日、組合らは、当委員会に対し、「本件審査中、あるいは、少な

くとも別件の判断が出るまでは、Ｘ４らの雇用継続をするよう学園に対し

て勧告することを求める。」旨の実効確保の措置申立てを行った。 

【当委員会に顕著な事実】 

⑶ ２月27日、当委員会は、各当事者に対し、担当三者委員名義で、「Ｘ４
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らの今後の処遇ないし取扱いに関し、本件と同種の事案が含まれる別件の

命令交付手続が進行中であることに配慮し、交付される命令の趣旨を踏ま

えて対応する」よう求める「要望書」を交付した。 

【当委員会に顕著な事実】 

⑷ ３月２日、組合は、学園に、24年度におけるＸ４らの身分問題等を議題

とする「団体交渉申入書」を手交した。 

【乙６】 

⑸ ３月23日、団体交渉が開催され、要旨以下のやり取りがあった。 

① 冒頭、組合側は、Ｂ２校長が出席していないことを非難した。 

② 学園側は、当委員会の「要望書」を読み上げ、「学園は命令について

は尊重して対処しようと考えているが、命令がいつになるかは分からな

いので、今の段階では、労使協定に則り、退職してもらう以外考えてい

ない。Ｘ４らだけを残すつもりはない。次の教職員の手配が終わってい

るから、４月１日からスタートさせる。ただし、都労委の結論によって

は、変更があり得る。」と述べた。 

③ 組合側は、他の教職員の退職の状況を確認したが、学園側は、「全て

労使協定及び就業規則に基づくものである。」と述べた。 

④ 組合側が、「学園は、（本件の）準備書面で、『都労委の判断が出ただ

けでは確定せず、その後の手続の進行があり得る。』と主張しているが、

命令が出たらそれを基本的に尊重すると言っていたにもかかわらず、ど

ういう趣旨なのか。」と質問したのに対し、学園側は、「命令の内容に不

服があれば、中労委への再審査申立てや行政訴訟をすることもあり得る。

命令を尊重するが、出てみないと分からないから。」と答えた。 

⑤ 組合側が、「命令後、職場復帰となった場合に、Ｘ４の授業を他の教員

が担当していたり、Ｘ５の後任が決まっている場合、復職先はどうなる

のか。」と質問したところ、学園側は、「命令が出てみないと分からない。」、

「命令を見てから考える。」、「今から約束はできない。」などと答えた。 

   ⑥ 学園側が、Ｘ４の研究室の荷物を片付けるよう求めたが、組合側は、

これを拒否した。組合側が、「Ｘ４への郵便物はどうするのか。」と質問

したところ、学園側は、「自宅に送り返す。」と回答し、議論は紛糾した。 
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【甲22】 

  ⑹ ３月31日、Ｘ４らと学園との嘱託雇用契約が終了するとともに、Ｘ４ら

と同年齢で非組合員であるＨ嘱託教員（以下「Ｈ教員」という。）と学園

との嘱託雇用契約も終了した。 

  ⑺ ４月１日、学園は、Ｘ４が研究室に立ち入ることを禁止する旨の張り紙

を、同人の研究室のドアに掲示した。 

【甲23】 

⑻ ４月９日、組合は、学園に、「抗議・団体交渉申入書」と題する文書で、

学園がＸ４の研究室への立入りを禁止したことに抗議するとともに、団体

交渉の開催を求めた。 

【甲23】 

  ⑼ ４月18日、組合は、学園に、団体交渉の期日や張り紙撤去の件などにつ

いて具体的に明示するよう求める「申入書」と題する文書を手交した。 

【乙９】 

  ⑽ ５月18日、団体交渉が開催された。 

⑾ ５月25日、当委員会は、前記２⑸のとおり、別件について命令書（写）

を交付した。 

別件の命令書（写）交付以降の経過は、前記２⑹及び⑺のとおりである。 

【当委員会に顕著な事実、甲25-1、25-2】 

  ⑿ ６月13日、 Ｘ１  及び組合は、学園に「申入書」と題する文書を手

交し、団体交渉の開催を申し入れた。 

【乙10-1】 

  ⒀ ６月29日、団体交渉が開催され、別件命令についての協議が行われた。

組合側は、学園側に、Ａ３及びＸ４らの雇用継続についての要求を受諾す

るよう求めた。 

【乙10-3】 

⒁ ７月５日、 Ｘ１  及び組合は、「６/29団交に関する抗議申入書」と

題する文書で、学園に対し、誠実に団体交渉に対応することなどを求めた。 

【乙10-2】 

⒂ ７月28日、団体交渉が開催され、学園側は、Ａ３の件は命令で決着済み
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であるとして、Ｘ４らの継続雇用を拒否する旨述べたが、これに対して組

合側は、特に発言をしなかった。     

【乙10-3】 

第３ 判 断 

１ Ｘ４らに対する雇用継続の拒否について 

⑴ 申立人組合らの主張 

① 学園が教職員に提示した「事業計画案」には、「22年度より65歳以上

の教員、職員について原則、退職とする。」との規定があり、これによ

れば、一般教職員は、65歳までの雇用が保障されている。 

② 専門学校では、労使協定締結後も、教員４名、職員３名の計７名の一

般教職員について、労使協定の再雇用年齢を超えて雇用されていたので

あるから、Ｘ４らに対する雇用を継続すべきである。 

③ 労使協定第７条に、「本協定に定めがない事項が生じた場合は、学園、

職員代表が協議の上円満な解決を図るものとする。」と規定されている

にもかかわらず、学園は、協議などの手続を行っていない。 

④ 間もなく別件命令が発出されることが明らかな時期に、学園がＸ４ら

の雇用継続を拒否したことは、新たな不当労働行為を惹起し、学園の不

当労働行為を継続する意思の表明にほかならず、組合及びＸ４らに対す

る不利益取扱いに当たる。 

⑤ また、学園が、組合の中心人物であるＸ４らに解雇を通告したことは、

組合員の学外排除を完遂し、組合壊滅を意図する支配介入に当たる。 

⑵ 被申立人学園の主張 

学園が、Ｘ４らに対して、高年齢者雇用安定法に基づき、嘱託雇用が24

年３月31日で終了する旨予め通知したことは、学園とＸ４らとの間の雇用

関係の終了予定を明確にするためであった。本件申立ての時点では、Ｘ４

らは、依然として学園との間で雇用関係があったのであって、学園が、Ｘ

４らに対し、何ら不利益取扱いをした事実はない。 

学園が、Ｘ４らに対し雇用関係終了の予告をしたのは、高年齢者雇用安定

法の施行に伴い、組合と労使協定を締結するとともに、就業規則を改正し

て、それらを適用したものであって、Ｘ４らが組合員であるが故に雇用継続
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を拒否したものではないから、不利益取扱い又は支配介入に当たらない。 

⑶ 当委員会の判断 

① 組合と学園とは、19年３月７日に労使協定を締結し、専門学校の職員

は、60歳定年後も、一定の条件を満たせば高年齢者雇用安定法で定める

法定義務化年齢まで再雇用されることとなった（第２、２⑴①②）。労

使協定第４条の規定によれば、Ｘ４らの再雇用期間は、24年３月31日で

終了する（第２、２⑴②）。 

② 組合らは、労使協定第４条で定める再雇用終了年齢で学園との雇用関

係が終了するとは考えておらず、労使協定は最低65歳までは再雇用する

ということを規定したと主張するが、組合と学園との間でのそのような

合意の存在を認めることはできない。 

③ また、労使協定第１条によれば、「本協定の対象者は、18年４月１日

時点で60歳未満であり、かつ契約期間の定めのない職員に適用する」（第

２、２⑴②）一方、計７名の一般教職員は、同日時点で60歳以上であっ

たことが認められ（同３⑴③）、労使協定が適用されないことが明らか

であるから、組合の主張には無理があるといわざるを得ない。 

④ 学園は、労使協定に基づき、21年度末をもって、Ａ３の雇用を終了す

ると同時に、64歳以上の教職員、すなわち労使協定の締結以前に60歳に

達し、その後１年契約を反復更新してきた計７名の一般教職員を一斉に

退職させ（第２、２⑴②、同３⑴③）、労使協定で定める再雇用期間と

の均衡を図っており、また、24年３月31日をもって、Ｘ４らのみならず

非組合員であるＨ教員の雇用を終了させている（同４⑹）。 

このように、学園の取扱いは、組合員と非組合員を区別せず、労使協

定の定める再雇用期間を一律に適用したものと認められ、学園の真の目

的が、組合員であるＸ４らを排除することにあったと判断するに足りる

事実は認められない。 

組合らは、計７名の一般教職員について64歳以降の雇用が継続されて

いたにもかかわらず、学園が、高年齢者雇用安定法及びそれに基づく労

使協定を一方的に適用したと主張するが、学園の労使協定の取扱いは上

記判断のとおりであって、採用することはできない。 
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⑤ 組合らは、「事業計画案」の「22年度より65歳以上の教員、職員につ

いて原則、退職とする」との規定が一般教職員に適用されるから、学園

においては、65歳までの雇用が保障されていると主張する。 

しかし、この規定（第２、２⑵②）は、労使協定が適用されない65歳

以上の一般教職員計７名を退職とする趣旨であるとみるべきであって、

学園において、「事業計画案」に基づいて65歳までの雇用が保障されて

いたと認めることはできない。 

⑥ 組合らは、学園が、別件命令が発出されることが明らかな時期に、Ｘ

４らの雇用継続を拒否したことは、新たな不当労働行為を惹起し、不当

労働行為を継続する意思の表明にほかならないと主張するが、上記判断

のとおり、学園がＸ４らの雇用継続を拒否したことは、反組合的な意図

によるものとはいえないのであって、たまたま別件命令の時期と重なっ

たものとみるほかはない。 

 ⑦ 組合らは、労使協定第７条の規定にもかかわらず、学園が交渉手続を

経ていないと主張するが、同条は、「再雇用の対象となる者の基準に関

して、本協定に定めのない事項が生じた場合は、学園、職員代表が協議」

するとの規定であるところ（第２、２⑴②）、「本協定に定めのない事項

が生じた」との事実は認められないのであるから、組合らのこの点の主

張も採用することができない。 

⑧ なお、Ｘ４らの嘱託雇用が終了したことにより、組合員が３名から１

名に減少した事実は認められるが、そのことによって上記判断が左右さ

れるものではない。 

⑨ したがって、Ｘ４らが24年４月１日以降学園に雇用されなかったこと

は、Ｘ４らが組合員であるが故の不利益取扱い又は組合運営に対する支

配介入に当たらない。 

２ Ｘ４らの雇用継続問題に関する団体交渉について 

⑴ 申立人組合らの主張 

  学園が、Ｘ４らの雇用継続問題について「同じ事案が、都労委で問題に

なっている。」ことを理由に団体交渉を拒否したことは、正当な理由のな

い団体交渉拒否に当たる。 
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また、学園が組合の中心的活動家であるＸ４らの雇用継続問題について

の団体交渉を拒否することにより、組合に無力感を抱かせ、また、他の一

般教職員に組合の無力さを印象付けたり周知したりしたことは、組合の弱

体化を意図した組合運営に対する支配介入に当たる。 

⑵ 被申立人学園の主張 

  Ｘ４らの雇用継続問題は、Ａ３の雇用継続問題に関する第２事件と同様

の事案であったから、学園が「雇用継続問題は、目下進行している別件の

判断を待つ。」と回答したことは、当然かつ正当な対応である。 

別議題に関する団体交渉において、組合らはＸ４らに対する雇用継続拒

否通告を撤回するよう繰り返し要求するだけであったから、学園がこれを

拒否する旨の回答を繰り返したことは、団体交渉拒否にも組合弱体化を意

図した支配介入にも当たらない。 

⑶ 当委員会の判断 

 ① 組合は、学園がＸ４らの雇用継続問題について「同じ事案が、都労委

で問題になっている。」ことを理由として団体交渉を拒否したことには 

正当な理由がないと主張する。 

② そこで、Ｘ４らの雇用継続問題に関する団体交渉を巡る学園の対応に

ついて、以下検討する。 

  ア 23年９月28日、Ｂ２校長が、Ｘ４らに対し、24年３月31日で再雇用

が終了する旨を伝えた（第２、３⑴②）。 

  イ 23年10月３日、組合らは、65歳までの雇用は今まで確保されている

にもかかわらず、組合員を排除するために65歳未満で退職を迫ってい

るなどとして、学園に、「緊急団体交渉申入書」を手交し、団体交渉

の開催を求めた（第２、３⑴③）。翌４日、学園は、組合に対し、「10

月３日付緊急団体交渉申入れについて」と題する文書で、a 今回の

団体交渉の議題は、Ｘ４らが就業規則及び労使協定に基づいて３月末

で再雇用期間満了となることについて変更を求めるものであり、ｂ 

組合は、Ａ３について別件で同様の主張をしており、ｃ 都労委がど

のような判断をするかは別として、現在の就業規則及び労使協定に基

づいて学校運営は行われており、ｄ 学園は、就業規則及び労使協定
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を変更することは一切考えておらず、変更しないことが不当労働行為

であると組合が主張するのであれば、それこそ「不当なこじつけ」で

あるとした上で、ｅ この問題は、都労委で現在審査中であり、団体

交渉の余地は全くなく、都労委の判断を待って学園側の対応を検討す

る旨回答した（第２、３⑴④）が、後記ウないしオのとおり、団体交

渉において、Ｘ４らの雇用継続問題が取り上げられ、労使がやり取り

を行った事実が認められる。 

  ウ 11月７日の教職員会議議事録問題等に関する団体交渉 

    ａ 組合側が、「Ｂ２校長は、Ｘ４らに対し、高年齢者雇用安定法に

基づいて24年３月までと通告したが、同法では女性は64歳から年金

が支給されることにはなっておらず、Ｘ５についての根拠にならな

いことに気付いたから、後から就業規則によると言ったのか。」と

質問したところ、学園側は、「60歳が定年で、高年齢者雇用安定法

の雇用延長の中で、労使協定で再雇用の年齢を決めており、就業規

則にもある。年限が来れば当然に満期で退職になる。」と回答した。 

   ｂ 組合側が「学園の10月４日付回答の『（別件の）命令が出たら検

討する。』とはどういう意味か。」と質問したところ、「命令が出た

ら、決定に応じて、それを踏まえて検討する。」と回答した。 

ｃ 組合側が、別件命令が交付されたら団体交渉に応ずるよう要求し

たところ、「それはまだ分からない、その時になってみなければ分

からない、どういう命令が出るかによっても違うから。」と回答し

た。 

   ｄ 組合側が、「これは身分問題だから、別件命令が交付されたら、

団体交渉をしなければならない。」と述べたところ、学園側は、「そ

の時になって考える、団体交渉をやるかやらないかは分からない、

これから先のことは分からない。」などと回答したことを契機に押

し問答となって議論は紛糾し、別の議題に移った（第２、３⑴⑦）。 

エ 12月16日の年末一時金に関する団体交渉 

学園側は、ａ 団体交渉拒否はしていない、ｂ Ｘ４らについて解

雇は一切していない、同様の事案であるＡ３の事案が都労委で問題に
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なっており、その結論が１月か２月に出る、それと同じ判断になる可

能性があるので、その判断を待つ、ｃ その時点で組合からの団体交

渉の申入れがあれば法に則り処理する、学園としては団体交渉をやる

かもしれないが、今の時点では約束できない、今日も団体交渉をやっ

ており、団体交渉拒否ではない、ｄ 組合側が、「『定年退職』とは、

団体交渉が必要ないということか。」と質問したところ、学園側は、「団

体交渉が必要ないということではなく、Ｂ２校長が、『Ｘ４らについ

ては労使協定及び就業規則に則って24年の３月で定年退職しますよ。』

と確認のために言ったことであり、なぜそれが解雇になるのか全然理

解できない。」と述べた。 

 組合側が、「都労委が命令を作成している最中に、再び不当労働行

為を繰り返し、追加するのは、紛争を拡大することであって、問題で

あるから、解雇通告を撤回せよ。」などとして、学園側に数度にわた

って、雇用継続拒否を撤回するよう求めたが、学園側は、撤回しない

旨の回答を繰り返したため、議論は紛糾し、組合側は「これに対して

は、徹底的に闘う。」などと述べた（第２、３⑴⑪）。 

オ 24年３月23日のＸ４らの身分問題に関する団体交渉 

組合側が、他の教職員についての退職の状況を確認したところ、学

園側は、「全て労使協定及び就業規則に基づくものである。」と述べた

（第２、４⑸③）。 

 ③ 使用者が、裁判所や労働委員会で係争中であることを理由に、団体交

渉に応じないことが許されないことはいうまでもない。 

また、本件におけるＸ４らの雇用継続問題と別件におけるＡ３の雇用

継続問題とでは、再雇用終了の時期や対象者が別であり、24年３月末に

再雇用が終了するＸ４らの雇用継続問題を喫緊の課題として組合らが

団体交渉を申し入れたのであって、学園が、「同じ事案が、都労委で問

題になっている。」、「この問題は、都労委で現在審査中であり、団体交

渉での解決の余地は全くなく、・・・。」などと組合らに回答した内容も

また、団体交渉を拒否する正当な理由には当たらないというべきである。 

しかしながら、本件においては、上記の学園の対応にかかわらず、前
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記②ウないしオのとおり、団体交渉において本件雇用継続問題について

一定のやり取りが行われており、この際の学園の対応については、やや

具体性に欠けるきらいはなくはないが、組合らの対応も以下に述べるよ

うなものであったことも考慮すると、不誠実な交渉態度ひいては団体交

渉拒否と評価するのは相当でない。 

すなわち、11月７日の教職員会議議事録問題等を議題とする団体交渉

及び12月16日の年末一時金に関する団体交渉において、学園側は、労使

協定及び就業規則で退職年齢を定めており、その年限が来れば当然に退

職になると学園の主張を説明したのに対し、組合側は、学園に対して、

Ｘ４らの雇用継続の可能性について、授業科目の増減などのカリキュラ

ム編成や教員の配置などの説明を求めるなどして具体的な質問や提案

を行ったことはなく、むしろ別件命令交付後に学園が団体交渉に応ずる

ことについての確答を求めるか、別件命令交付後までＸ４らに対する雇

用継続拒否を行わないよう求めることに終始したといえる。 

組合らがＸ４らの雇用継続を求める根拠は、労使協定が65歳まで再雇

用する旨定めたものと解釈していることにあるということができるが、

組合も合意の上で労使協定は締結されており、同協定第４条によれば、

Ｘ４らの雇用期間は24年３月31日で終了する。したがって、組合らから

それ以上具体的な質問や提案がない以上、学園が、労使協定及び就業規

則を適用したにすぎない旨を繰り返したこともやむを得ないことであ

ったといえる。 

そうすると、学園は、団体交渉で学園としての回答を述べており、こ

れに対し、より具体的な回答を求める組合らからの対応はなかったとい

うべきであるから、上記一連の学園の対応は、正当な理由なく団体交渉

を拒否したものとまでいうことはできない。 

④ 11月７日の団体交渉において、組合側が、別件命令交付後に団体交渉

に応ずるよう要求したのに対し、学園側が、「団体交渉をやるかやらな

いかは分からない、これから先のことは分からない。」などと発言した

り（第２、３⑴⑦）、学園が、11月15日付「11月10日付申入書に対する

回答」と題する文書で、「Ａ３の件で都労委の結論を待っている段階で
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あり、Ｘ４らの件については、論点も明確にならない現時点において、

来年の団体交渉の実施を約束することはできない。時期が到来し、団体

交渉の申入れがあった場合には、その申込みの内容、関係者及び行事等

のスケジュールを勘案し、順法の精神に則り対応する。」と回答したり

（同⑨）したことについて、組合らが、その内容が曖昧であるとして、

学園を非難するのも理解できなくはない。 

  しかしながら、命令が交付された際に団体交渉に応ずることを約束せ

よとの要求は、団体交渉申入れそのものとはいえないから、これに明確

な回答をしなかったことをもって、団体交渉拒否であると評価するのは

相当でないし、学園の回答も、別件命令を見た上で対応を検討するとい

うものであって、あらかじめ団体交渉を拒否しているものではない。 

   ⑤ 以上のとおり、学園が、Ｘ４らの雇用継続に関する団体交渉について、

別件命令の判断を待って対応を検討する旨表明したことは、正当な理由

のない団体交渉拒否又は組合運営に対する支配介入に当たらない。 

第４ 法律上の根拠 

以上の次第であるから、本件申立てに係る各事実は、いずれも労働組合法第

７条に該当しない。 

よって、労働組合法第27条の12及び労働委員会規則第43条を適用して、主文

のとおり命令する。 

 

平成26年９月16日 

 

東京都労働委員会 

会 長  房 村 精 一 


